
令和６年度 警備業務等に係る競争入札参加資格審査申請書 提出要領 

 

 

五島市における警備業務等委託の競争入札等に参加を希望される場合は、次の資格要件（１）

（２）をご確認のうえ、申請書及びその他関係書類を提出ください。 

 

【業務委託】 １１業務 

警備業務 建築物環境衛生維持管理業務 浄化槽保守点検業務 浄化槽清掃業務 

清掃業務 消防用設備等点検業務 有害鳥獣捕獲業務 スクールバス運行業務 

自生椿林整備業務 水質検査業務 廃棄物処理施設各種測定分析業務  

 

１．申請者の資格要件  

（１）地方自治法施行令第１６７条の４第１項及び第２項の規定に該当しない者 

 

（２）次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれに定める事項に該当する者 

 

ア：警備業務  

警備業法（昭和４７年法律第１１７号）第４条の規定による認定を受けていること。 

  イ：建築物環境衛生維持管理業務  

建築物における衛生的環境の確保に関する法律（昭和４５年法律第２０号）第７条第１項 

の建築物環境衛生管理技術者免状の交付を受けている者を有すること。 
 

   ウ：浄化槽保守点検業務  

長崎県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和６０年長崎県条例第３４号）第３ 

条第１項又は第３項の規定による登録を受けて浄化槽保守点検業を営んでいること。 
 

   エ：浄化槽清掃業務  

浄化槽法（昭和５８年法律第４３号）第３５条第１項の規定による浄化槽清掃業の許可を

受けていること。 

オ：清掃業務  

建築物の清掃を業とする者で、その業務について１年以上の実績を有するものであること。 
 

   カ：消防用設備等点検業務  

消防法（昭和２３年法律１８６号）第１７条の７の規定により消防設備士免状の交付を受

けている者又は消防法施行規則（昭和３６年自治省令第６号）第３１条の６第７項の規定

により消防用設備等若しくは特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得す

ることができる講習であって、公益法人であって総務大臣の登録を受けたもの若しくは公

益法人以外の法人であって消防庁長官の登録を受けたもの（以下これらを「登録講習機関」

という。）の行うものの課程を修了し、当該登録講習機関が発行する消防用設備等若しく

は特殊消防用設備等の点検に関し必要な知識及び技能を修得したことを証する書類（以下

「消防設備資格者免状」という。）の交付を受けている者を有すること。 

    



キ：有害鳥獣捕獲業務  

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律（平成１４年法律第８８号）第３９

条第３項の規定によるわな猟免許を受け、かつ、長崎県知事から同法第６０条の狩猟者登

録証の交付を受けている者を２名以上有すること。 
 

   ク：スクールバス運行業務  
道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第４条第１項の規定による一般旅客自動車運送

事業（一般貸切旅客自動車運送事業及び一般乗用旅客自動車運送事業に限る。以下同じ。）

の許可を受け、市内に営業所を有していること。 
 

   ケ：自生椿林整備業務 ※次の要件を全て満たすこと。 

（ア） 次のいずれかに該当する者（以下「技術者」という。）を常時雇用していること。 

ａ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１８７条第３項の林業普及指導員資格試験

に合格した者（森林法の一部を改正する法律（平成１６年法律第２０号）による

改正前の森林法第１８７条第５項の林業改良指導員資格試験に合格した者を含む。） 

ｂ 技術士法（昭和５８年法律第２５号）第２条第１項に規定する技術士（森林部門に

係る第２次試験に合格した者に限る。） 

ｃ 都道府県知事若しくは林業労働力の確保の促進に関する法律（平成８年法律第４５

号）第１１条第１項に規定する林業労働力確保支援センターから林業作業士の認定を

受けた者又は農林水産大臣によりフォレストワーカー（林業作業士）として登録を受

けた者 

ｄ 一般社団法人日本森林技術協会から林業技士の登録を受けた者 

ｅ 長崎県林業労働力確保支援センターが開催する林業就業参入研修を修了した者 

（イ） 森林の施業に係る作業の経験を有する者（技術者を含む。）であって、労働安全

衛生法（昭和４７年法律第５７号）第５９条第３項に規定する特別の教育（労働安全衛

生規則（昭和４７年労働省令第３２号）第３６条第８号に掲げる業務に係るものに限る。

以下「伐木等の業務特別教育」という。）を受けた者を雇用していること。 

コ：水質検査業務  

長崎県において水質検査を行う者として、厚生労働大臣から水道法（昭和３２年法律第

１７７号）第２０条第３項の登録を受けた者であること。 

サ：廃棄物処理施設各種測定分析業務 ※次の要件を全て満たすこと。 

（ア） 大気、水又は土壌中の物質の濃度の計量証明について、長崎県知事から計量法

（平成４年法律第５１号）第１０７条の規定による登録を受けている者であって、長崎

県内に分析機関を有しているものであること。 

（イ） 大気、水又は土壌中のダイオキシン類の濃度の計量証明について、経済産業大

臣等から計量法第１２１条の２の規定による認定を受けている者であること、又は当該

認定を受けている検査機関に分析業務を外注できる者であること。 

（ウ） 国（公社、公団及び独立行政法人を含む）、又は地方自治体が発注した測定分

析業務の元請実績があること。 

（エ） 測定分析を自ら行うことができること（ダイオキシン類の分析を除く。）。 

  

２．受付期間  令和６年２月１日（木）から同年２月２９日（木）まで （※土日祝祭日を除く。） 

※受付時間は午前８時３０分から午後５時１５分まで（正午から午後１時まで

と火曜日の午前を除く。） 



３．提出方法・提出先 

提出は原則、郵送をお願いします。（電子申請又は持参でも可。） 

 
〒853-8501 長崎県五島市福江町１番１号 

         五島市総務企画部財政課契約管財班 

 

※郵送の場合は、令和６年２月２９日消印まで有効とする。 

   ※提出場所及び問い合わせ先：☎０９５９－７２－６１１１（内線２７５） 

    電子申請：五島市まるごとう＞トップページ＞事業者向け情報＞入札・契約情報・登録

業者＞競争入札参加資格審査申請＞業務委託（五島市競争入札参加資格審査

申請）＞提出先 

４．資格の有効期間 

   令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで（１年間） 

 

５．提出書類 

（１）全業務共通の提出書類  

  ① 五島市指名競争入札参加資格審査申請書（市指定様式） 

② 業務経歴書（過去２年間の実績について業種別に作成すること。） 

③ 技術者経歴書 

④ 主要取引金融機関名（市指定様式） 

⑤ 税の未納がないことを証する書面（市町村発行） 

⑥ 「消費税及び地方消費税」について未納のない証明（税務署発行） 

※納税証明書 法人用（税務署：様式その３の３）、個人用（税務署：様式その３の２） 

⑦ 使用印鑑届（市指定様式） 

⑧ 商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）（法人の場合のみ） 

⑨ 代表者の身分証明書（個人の場合のみ）（※市町村発行） 

⑩ 委任状（入札、契約等の権限を支店等に委任する場合のみ）（市指定様式） 

⑪ 暴力団等排除に関する誓約書（市指定様式）及び役員等名簿 

役員等名簿に記載する者は、法人の場合にあっては代表者を含む役員全員（登記簿に 

載っている者で監査役等も含む。）とし、個人にあっては代表者を対象とする。 

また、支店、出張所、営業所等に権限を委任する場合は委任先の代表者も記載してくださ

い。 

⑫ 入札保証金免除申請書（市指定様式）…提出がない場合は入札保証金が必要になります。 



⑬ 系列会社に関する届出書（市指定様式）…該当がない場合も提出してください。 

⑭ チェックリスト 

※注意※ ⑤⑥⑧⑨は申請時点において３か月以内に発行したもの（写し可）。 

（２）業種毎に必要なもの  

   ア 警備業務 

・警備業法第５条第２項の認定証の写し 

  イ 建築物環境衛生維持管理業務 

・建築物環境衛生管理技術者免状の写し 

  ウ 浄化槽保守点検業務 

・浄化槽保守点検業者の登録を受けていることを証する書面の写し 

  エ 浄化槽清掃業務 

・浄化槽清掃業許可証の写し 

オ 清掃業務 

・過去の実績を証する契約書等の写し（請負金額の大きいものを２件程度） 

・清掃作業監督者講習会修了証書（講習会を受けている者がいる場合のみ）の写し 

・建築物環境衛生管理技術者免状の写し（免状の取得がある場合のみ） 

・建築物清掃業登録証明書（登録を受けている場合のみ）の写し 
   

カ 消防用設備等点検業務 

・消防設備士免状又は消防設備資格者免状の写し 

  キ 有害鳥獣捕獲業務 

・わな猟免許についての狩猟免状及びわな猟についての狩猟者登録証の写し 

  ク スクールバス運行業務 

・一般旅客自動車運送事業の許可を証する書類の写し 

ケ 自生椿林整備業務 

・林業普及指導員資格試験又は林業改良指導員資格試験の合格通知書の写し（合格者がい

る場合のみ） 

・技術士（森林部門）の第２次試験合格証の写し（合格者がいる場合のみ） 

・林業作業士の認定証又は登録証の写し（認定を受けている者又は登録を受けている者が

いる場合のみ） 

・林業技士の登録証の写し（登録を受けている者がいる場合のみ） 

・林業就業参入研修の修了証書の写し（修了者がいる場合のみ） 

・健康保険及び厚生年金の被保険者標準報酬決定通知書の写し 

・伐木等の業務特別教育の修了証の写し 
 

コ 水質検査業務 



 

・厚生労働大臣から水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２０条第３項の登録を受けて

いることを証する書面の写し 

・品質管理システム等の取得状況に関する書類 

（水道ＧＬＰ、ＩＳＯ／ＩＥＣ１７０２５、ＩＳＯ９００１、外部精度管理調査結果 等） 

・水質検査に関わる最新の水質検査業務規程、並びに検査に関する標準作業書 

（検査実施標準作業書、試料取扱標準作業書、試薬等管理標準作業書及び機械器具保守             

 管理標準作業書 等） 

・定量下限値一覧表 

・試料の運搬手段及び経路 

（1)…試料の採取は五島市水道局が行う。 

（2)…試料は次の２か所で引き渡し、それぞれが運搬の開始場所となる。 

①五島市水道局（五島市福江町１番１号） 

※富江、玉之浦、三井楽、岐宿地区の採取分を含む。 

           ②五島市奈留支所（五島市奈留町浦１８１５番地３） 

        (3)…(2)の①～②に試料で引き渡し可能時間はそれぞれ次のとおりとなる。 

①午前１１時３０分 

②午前１０時００分 

       （4）…試料の採取時間で最も早いのは午前７時となる。 

       （5）…様式は問わないが、運搬の経路・方法・時間が容易に判るようにする。 

・試験室の平面図 

・緊急時検査の対応について確認できる書類 

 

 サ 廃棄物処理施設各種測定分析業務 

・計量証明事業登録証（濃度：大気中及び水中又は土壌中のダイオキシン類）の写し 

・ダイオキシン類濃度の分析について、計量証明事業認定証（特定濃度：大気中及び水中

又は土壌中のダイオキシン類）の写し、又は分析を外注する場合は、外注先の認定証の

写し及び分析業務に係る外注先との契約書の写し 

・測定分析業務委託の国（公社、公団及び独立行政法人を含む）、又は地方自治体が発注

した同種業務の元請実績書（契約年月日、発注者、委託内容が記載されているもの） 

  

【お願い】 

・ 入札参加資格の登録状況については、五島市ホームページ「入札・契約情報」の警備業務等入札参 

加資格者名簿でご確認ください。（令和 6年 4月初旬頃に掲載予定。） 

・ 提出書類は、上記（１）、（２）の順番どおりに並べて、左端２か所ホッチキス止めで提出ください。 

・ 書類は極力厚くならないように、写しなどは両面印刷を活用してください。 

・ 郵送提出で受付確認が必要な場合は、切手を貼った返信用封筒を同封してください。 

提出前に必ず「チェックリスト」で確認をお願いします。 


